様式第５号（第６条関係）


令和　　　年　　　月　　　日

浄化槽清掃業許可申請書

幸田町長　殿
住　　所

申請者

氏　　名
（法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称及び代表者氏名）

電　　話

浄化槽清掃業の許可を受けたいので、幸田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則第６条の規定により関係書類を添えて申請します。

記

	取り扱う廃棄物の種類
	※一般廃棄物処理業のみ記入

	事務所又は営業所の所在地
	

	収集・運搬・処分の別
	※一般廃棄物処理業のみ記入

	処理及び処分施設の名称・所在地
	※一般廃棄物処理業のみ記入

	施設及び設備の概要
	概要については別紙のとおり

	添付書類（浄化槽清掃業許可申請添付書類一覧表参照）
１　法人にあっては、定款及び登記簿謄本（個人にあっては、住民票の写し）
２　身元証明書（法人にあっては、その代表者のもの）
３　納税証明書（各2年度分、法人税、法人県民税、法人事業税、法人市町村税）
４　その他町長が必要とする書類（添付書類一覧表４）


申　告　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和       年       月      日

幸　田　町　長  殿
                                  （申請者）

                                      住 所                                

                   　　　　           氏 名                              　
                                 　　　（法人にあっては名称並びに代表者氏名

及び役員の氏名を連記する。）

                                  　      　                                　 

                                  　    　　                                　 

                                  　     　                                 　 

                                  　      　                                　 

浄化槽法（昭和58年5月18日法律第43号）第３５条第1項の許可申請に関し、下記の事項について申告いたします。

記

 浄化槽法第３６条第２号イからニまで及びヘからチまでの規定（裏面）のいずれにも該当していません。

浄化槽法　第３６条第２号イからニ及びヘからチについて
イ　この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者

ロ　第４１条第２項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者

ハ　浄化槽清掃業者で法人であるものが第４１条第２項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前３０日以内にその浄化槽清掃業者の役員であつた者でその処分のあつた日から２年を経過しないもの

ニ　第４１条第２項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項若しく第６項の規定、第７条の二第一項の規定若しくは同法第１６条の規定（一般廃棄物に係るものに限る。）又は同法７条の３の規定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者

ト　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の４の規定により許可を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者

チ　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項又は第６項の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者（以下「一般廃棄物処理業者」という。）で法人であるものが同法第７条の４の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前３０日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であつた者でその処分のあつた日から２年を経過しないもの

従業員名簿（幸田町浄化槽清掃業に従事する者）
	氏    名
	生年月日
	住    所
	職名
	入社年月
	免 許 等
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事業計画書
１．浄化槽清掃業務の具体的な内容（業務を行う時間、休業日及び従業員数を含む。）

　　午前８時～午後４時３０分
　　※土日、祝日は休業
従業員数内訳

令和　　年　　月　　日現在
	役員
	事務員
	運転手
	作業員
	その他
	合計

	人
(内　   )
	人
(内　   )
	人
(内　   )
	人
(内　   )
	人
(内　   )
	人
(内　   )


（　）には、従業員名簿（幸田町浄化槽清掃業に従事する者）の数を記入する。
２．環境保全措置の概要
（１）浄化槽清掃に際し講ずる措置

　　　安全体制に十分配慮し、清掃業務を行う。
　　　また、清掃に際し出た汚泥に関しては、適切に処理し、洗浄汚泥は、下水に流す。
浄化槽清掃設備・器材調書
１浄化槽清掃及び汚泥引出し調整用機材
	種類
	型式、性能又は寸法
	数量

	スカム厚測定器具
	
	

	汚泥測定器
	
	

	バキューム車
	
	

	温度計
	
	

	透視度計
	
	

	水素イオン濃度指数測定器具
	
	

	その他水質検査器具
	
	

	マンホール蓋あけ用具
	
	

	パイプ及びスロット清掃器具
	
	

	きょう雑物かき上げ用具
	
	

	グリースガン
	
	

	
	
	


２その他器材
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


３設備器材の保管場所
額田郡幸田町大字芦谷字福田１２８番地
